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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに

日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊に関連する

環境の管理の分野における協力に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定

日本国及びアメリカ合衆国（以下「合衆国」という。）（以下「両締約国」と総称する。）は、

共に1960年１月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び

安全保障条約（以下「条約」という。）及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保

障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（以下

「地位協定」という。）に基づく日本国における合衆国軍隊（以下「合衆国軍隊」という。）は、

日本国の安全並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与していることを確認し、

環境の管理の重要性及び当該管理が合衆国軍隊の駐留に関連する公共の安全に対する危険の管

理（条約第６条の規定に基づいて合衆国が使用を許される日本国内の施設及び区域（以下「施設

及び区域」という。）又は当該施設及び区域に隣接する地域若しくは当該施設及び区域の近傍にお

ける汚染の防止を含む。）に貢献することを認め、

両締約国が環境の管理のために成功裡に取り組んできたこと（地位協定第25条１に規定する合

同委員会（以下「合同委員会」という。）及び合同委員会の環境分科委員会その他の関連する分科

委員会において長期間にわたり緊密に協力してきたことを含む。）を認識し、

2000年９月11日に両締約国により発表された「環境原則に関する共同発表」（合衆国軍隊により

引き起こされた汚染の影響への対処についての合衆国の政策及び施設及び区域外の発生源により

引き起こされた重大な汚染に対し関係法令に従い適切に対応するとの日本国の政策に言及してい

ることを含む。）が成功裡に実施されていることを再確認し、

地位協定第３条３の規定に従い施設及び区域における作業が公共の安全に妥当な考慮を払って

引き続き行われていることを再確認し、

地位協定を補足するこの協定を含む枠組みを設けることにより、環境の管理の分野における両

締約国間の協力を強化することを希望して、次のとおり協定した。

第１条

この協定は、合衆国軍隊に関連する環境の管理のための両締約国間の協力を促進することを目

的とする。

第２条

両締約国は、施設及び区域又は当該施設及び区域に隣接する地域若しくは当該施設及び区域の

近傍における公共の安全（人の健康及び安全を含む。）に影響を及ぼすおそれのある事態に関する

入手可能かつ適当な情報を相互に提供するため、合同委員会の枠組みを通じて引き続き十分に協

力する。

第３条



- 2 -

１ 合衆国は、自国の政策に従い、施設及び区域内における合衆国軍隊の活動に関する環境適合

基準を定める確定した環境管理基準（日本国については、「日本環境管理基準」（以下「ＪＥＧ

Ｓ」という。）という。）を発出し、及び維持する。ＪＥＧＳは、漏出への対応及び漏出の予防

に関する規定を含む。合衆国は、当該環境適合基準についての政策を定める責任を負う。

２ ＪＥＧＳは、適用可能な合衆国の基準、日本国の基準又は国際約束の基準のうち最も保護的

なものを一般的に採用する。

３ 両締約国は、合衆国がＪＥＧＳの改定を発出する前に、又はＪＥＧＳの改定が円滑に行われ

るために日本国が要請したときはいつでも、ＪＥＧＳに関連して合衆国が日本国の基準を正し

く、かつ、正確に理解していることを確保するため、合同委員会の環境分科委員会において、

協力し、及び当該基準について協議する。

第４条

両締約国は、特定された日本国の当局が次に掲げる場合における施設及び区域への適切な立入

りを行うことができるよう合同委員会が手続を定め、及び維持することに合意する。

(a) 環境に影響を及ぼす事故（すなわち、漏出）が現に発生した場合

(b) 施設及び区域（2013年10月３日付けの日米安全保障協議委員会の共同発表において言及さ

れている日本国へ返還される施設及び区域を含む。）の日本国への返還に関連する現地調査

（文化財調査を含む。）を行う場合

第５条

１ 両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、この協定の実施に関するいか

なる事項についても合同委員会の枠組みを通じて協議を開始する。

２ 両締約国は、この協定の実施に関連して両締約国の間に紛争が生じた場合には、地位協定第2

5条に定める問題を解決するための手続に従い当該紛争を解決する。

第６条

１ この協定は、署名の日に効力を生ずる。

２ この協定は、地位協定が有効である限り効力を有する。

３ ２の規定にかかわらず、いずれの一方の締約国も、外交上の経路を通じて１年前に他方の締

約国に対して書面による通告を行うことにより、この協定を終了させることができる。

以上の証拠として、下名は、署名のために正当に委任を受けてこの協定に署名した。

2015年９月28日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書２通を作成し

た。

日本国のために

アメリカ合衆国のために


